
　　　従業者給与総額月別内訳明細表
氏名又は名称

事業所等の名称

区分 従 業 者 給 与 総 額 障害者及び６５歳以上の 雇用改善助成対象者の 非課税対象施設に係る 課税標準の特例控除従  差引課税標準となる従業者  

（
提
出
用

）

年月  　①     　者の給与等　(注) 　　②    給与等×1/2　   　③ 　 従業者給与総額    　　④    業者給与総額　　  ⑤ 給与総額（①－②－③－④－⑤)⑥

年 月 人 円 人 円 円 人 円 円 人 円

月賞与

月賞与

未払金

計

　



従業者給与総額月別内訳明細表の書き方

１　　①の欄は、該当事業所に勤務するすべての従業員の人数及び給与総額を記載して下さい。パートタイマーへの給与や役員給与で法人税法上

　　損金算入できるもの等も含みますが、退職金や所得税法上非課税とされる通勤手当等は除きます。

２　　②の欄は、障害者及び６５歳以上に該当する方の人数及び給与総額を記載して下さい。ただし、その方が役員である場合は、対象となりま

　　せん。

３　　③および⑤の欄は、それぞれに適用すべき割合を適用した後の給与総額を記載して下さい。

４　　④の欄は、非課税対象施設に係る従業者の給与総額を記載して下さい。

５　　⑥の欄は、差引された課税標準となる給与総額を記載して下さい。この欄の金額の合計額を千円未満切り捨てたものが従業者割の課税標準と

　　して、事業所税の申告書（第４４号様式）の⑯の欄の金額となります。

６　　未払金の欄は、すでに支払いの義務が発生し、未払金として損金経理されている給与等は、その課税標準の算定期間中における従業者給与総

　　額に含まれますので、ここに記載して下さい。

（注）　「障害者・○○歳以上の従業者」欄の記載については経過措置が設けられていますので、下記の区分に注意して下さい。

　（１）           平成１９年４月１日以後開始する法人の事業年度は６３歳以上

　（２）           平成２２年４月１日以後開始する法人の事業年度は６４歳以上

　（３）           平成２５年４月１日以後開始する法人の事業年度は６５歳以上
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